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ソ連 邦 におけ る家 計調査 について

竹 内 清

村 上 仁 美

は じ め に

ここでは ソ連邦 におけ る家計調 査につい て,冒 シアにおけ る家計調査 の要

約 と ソヴ ィエ トにおけ る 労働者 と 勤務 員の 家計調査を と り上げ ることにす

る。農民 の家計 調査につい ては別の機会に譲 ることにす る。

1ロ シ ア に お け る家 計 調 査

ロシア時 代 の 家 計 調 査 の 発 展 の 歴 史 の 中 で,1861年 の 農奴 開放 を 経 て

1864年 に 設置 され た ゼ ムス トヴ ォ(地 方 自治会)に よる統 計 調 査 は きわ め て

重要 な役 割 を 果 し,そ の 家計 調 査は 実 質 的 に大 きな成 果 を挙 げた 。 また この

時 代 を1870年 を境 と してそ の前 後 に分 け てみ よ う。

18世 紀 末 に 住 民 の家 計 研 究 の 最 初 の試 み と して は 農 業 生 産 を 改 良 しよ う

と した地 主 の 意 向に よる もの が あ り,経 済 研究 に よって土 地 の耕 作,肥 料 の

利 用,種 々の農 作 物 の 耕 作 か らの 収 入 額 の 問題 が 解 明 され たが(Mamoxa,

HOCTHH.こor,CaMotillOB[3]),そ れ らは多 分 に課 税 目的 のた め で あ った。

19世 紀 半 ぽ に お け る 几H.ジ=ラ フス キ ー の 家 計調 査 の根 本 をつ いた 意

義 あ る考 え は,19世 紀 後 半 に 農 家 々計 の 研究 の 必 要性 に ぶ つか り 漸 く実 際

の 適 用 の場 を見 出 した(竹 内[13コ)。

こ こで 簡 単 に ゼ ムス トヴ ォにつ い て 述 べ てみ よ う。1864年 の ゼ ムス トヴ

(1)こ の論文は,1968年 度 ・日本統計学会(於 一橋大学,9月6日,7日)に おい

て発表 した研究報告(9月7日 発表)の 基礎をなす ものである。あ り得べき誤 り

は竹内,村 上両者の共同の責任に帰す るものである。
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オ条例 は,ヨ ー ロ ッパ ・ロシ ア諸 県 とそ の郡 に施行 され,支 配 した のは リベ

ラル地 主 で あ り,そ の 権 限 は地 方政 治 に多 くあ った 。 農奴 体 制 の危 機 の 中か

ら生 まれ た ゼ ムス トヴ ォに 対 し政 府 は1866年 に 法律 と して 商工 業 施 設 に対

す る ゼ ムス トヴ ォ課 税 権 を制 限,1869年 に ゼ ムス トヴ ォ事 務 へ 郵 税 を課 し,

1900年 に 権限 の うち 食糧 問題 に 関す る もの を 除 外 し,ま た ゼ ムス トヴ ォの

課 税権 を制 限 す る とい うよ うな圧 迫 を加 え た(中 村[11コ)。

1870年 代 に入 り 農 家 々計 に つ い て の 最 初 の調 査 が い くつ か の 県 で ゼ ムス

トヴ ォ統 計 に よ って独 立 に実 施 され た 。 この 個 々の例 は竹 内[13]を 参 照 。

な お ヒ ョル ム 県でr.M.マ ノー ヒ ンに よ って実 施 され た調 査 は 家 内工 業 の 研

究 に関 連 して 銅 加工 業 や鍛 冶業 を 兼業 して い る18の 農 家 々計 を作 成 し,収

入,支 出,1力 年 の所 有物 の価 値 取 引,家 畜 総数,土 地 利 用,性 別,年 令 別

の世 帯 構 成 な どの デ ー タを 蒐 集 した。

1877年 に リ ャザ ン県で 実 施 され たn.II.セ メ ・一 ノ フ(ゼ ムス トヴ ォ統

計 家 で は な い)の 家 計 調 査 は,ゼ ムス トヴ ォ 統 計 家 の 仕 事 と 比 較 してみ る

と,部 分 観 察 と 全 体 的 観察 を 結合 す る とい う 試 み が 進 んで い た こ とで あ る

(KIPHIIOB[2⊃ 。 彼 は20の 農村 共 同体 を詳 し く記 述 し,農 家 の タイ プを富 裕

で あ る,豊 か で あ る,十 分 に 保証 され て い る,不 十 分 に しか保 証 され て い な

い,貧 乏 で あ る,無 産 で あ る とい う6つ の グ ル"一一・一プに 分 け,更 に12の タイ

プの 家 計 を作 成 した。 そ れ は 経 済 タイ プに よ る農 家経 済 の最初 の グル ー プ分

け の1つ で あ り,詳 細 な記 述 は 郷 の 農 家 に つ い て の全 面 的 な デ ー タを補 足 し

例 示 す る課 題 を も った。 但 し,記 述 の 数 が 少 な く代 表 性 につ い ては 不 十 分 で

あ った と言 わ な けれ ぽ な らな い。

当 時 の調 査 方 法 は,住 民 の文 盲 率 が 高 か っ たの で,県 の統 計 局 の資 格 を も

つ 調 査 員が 一定 の期 間住 民 を訪 問 し質 問 に よ って調 査書 の記 入 を した 調 査 員

派 遣 法 に よ り 実 施 され た(E?KOB[1コ)。 一 例 と して1926年 の 国勢 調 査 の 結

果 か ら1906年 に お け る年 令別 の 文 盲 率 を 大 づ か み に推 定 す る と 次 の よ うに

な る。
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これ は,A.BofipcKvapt,"KBonpocyoMeToAoπorvasrpaMoTHocTvaHace一

πeH肌"BecmHuκCmaneacmttKa,N93,1928,cTp.68の グ ラ フ の1926年

の 国勢 調 査 の デ ー タに よ る年 令 別 の読 み書 きので き る率(%)を100%か ら

差 引 い て文 盲 率 を 出 し,こ れ を横 軸 に 関 して 左 へ20才 分 だ け 平行 移 動 させ

て1906年 の年 令 別 の 文 盲率 を推 定 した もので あ る。1906年 は ち ょ うど1905

年 の第1次 革命 後 で あ り,日 露 戦争 の 直後 に 当 た る年 で あ る。

家計 調 査 の基 礎 とな るそ の 抽 出法 か らゼ ム ス トヴ ォ統 計 を見 て い こ う。 初

め て の 農 家 の家 計 抽 出調 査 を実 施 した の は ヴ ォロ ーネ ジ県 の ゼ ムス トヴ ォ統

計 家 で あ り,他 の ゼ ムス トヴ ォ統 計 に 大 きな影 響 を与 えた。 抽 出調 査 の方 法

論 的 諸 問題 の1つ に調 査 単 位 の定 義 の 問題 が あ った。 彼 等 は それ を農 家(世

帯)と し次 の よ うに定 義 した 。 《農 家調 査 に おけ る農 家 の所 有 地 とは,常 に

あ らゆ る場 合 に,一 方 で は 家 族 結 合 を,ま た他 方 で は,そ の 結合 の経 済 的 関

心 の 共 通 性 を想 定 す る共 同生 活 体 の 最 も単純 な形 態 と理 解 され た 》(MaTroxa

IaT.tt.[3コ)。 これ に つ い て トゥP-・一ラ県 の ゼ ムス トヴ ォ統 計 家 は 《1農 家 の給

養,管 理 のた め の手 段 を受 け 入 れ る 目的 を もって1つ の共 同 の家 計 に よ って

統 一 され た1つ また は2つ の世 帯 の成 員の 集 団 》 と考 えた(MaTmxavaT、n・

[3])。

農 家 抽 出で初 め て 系 統的 抽 出法 を 適用 した のは1896年 の カ ル ーガ県 の ゼ

ムス トヴ ォ統 計 で あ る(そ の 内容 に つ い ては竹 内[13コ を 参 照)。 この系 統 的

抽 出法 は 主 観性 を と り除 き,典 型 性 を確 保 す るた め の条 件 とな るが,点 検 が

十 分 に な され なか った所 に正 確 さの 問題 を残 した 。 現 在 の標 本 調 査 の観 点 か

らす る と,ラ ン ダ ム ・ス ター トとか 抽 出対 象 の 確 保 な どの 問題 が,調 査 設 計

者 お よび調 査 員 に どの程 度 認 識 され,確 率 抽 出 の重 要 性 が どの よ うに理 解 さ
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れたか は疑問であ る。

ヴ ャ トカ県 の 家計調 査は 抽出法 に関 して 反復調査であ った。 これ につい

て,調 査のための典 型的な村落 の抽 出は 自然 的 ・歴 史的条件 と経 済的条件 の

統 一について最 も重要な地方 の調査 に よって設定 された954の 地域 について

行 なわれた。 グル ープへの配分 は,農 村共 同体 の土地所有 の大 きさ別 と農 家

の土地所有 の大 きさ別,農 場 付属地 の比率別 とい う順 に分け られた。

そ の外,ヴ ォログダ県では農家人 口調査 資料 に もとついて ぐ典型的》農家

を抽 出 し,抽 出の代表性 の点検は抽出集 団 と全体集団の対応す るデ ータの比

較 に よ り実施 した(MaTroxaHT.n.[3])。 トゥ・・一・一ラ県では 同 じ く農家人 口

調査 資料を もとに した比例抽 出を適用 した。 なおペ ンザ 県では5段 抽 出を実

施 した。 トゥーラ県の家計調査の特色はすべ ての農家の全面的な農家人 口調

査 と系統的抽 出お よび詳 しい家計記録 との組合 わせ にあ ったが,こ の調査 で

もゼムス トヴ ォ統計家に よって準備 された プ ログラム,資 料 の加工法 には っ

き りと表われた経済的意義 づけの不十分 さが欠陥 とな った ことを記 してお こ

う。 また ロシアにおけ る家計の抽出調査は農家 の状態,そ の収入額,住 民 の

支 出と消費 につ いての詳細な統計情報 を得 るための必要性 か ら起 り,農 民の

物質的 ・文化 的生活水準研究のために適用 された。すなわち,そ れ らの結果

が課税 に際 しての資料 ともな ったのであ る。

代表性 の点検は,抽 出 された デ ータと全 面的 なデ ータについての標識 の比

較対照 に よ り実施 され たが,以 前に調査 され たデ ータの結果 と比較 され る調

査デ ータとの間に 時間的に 隔 りがで き,正 確 な資料 とな らない 場合が あ っ

た。ただ長期 間継続 的に行 なわれ る抽 出調査では代表性 の点検は定期 的に繰

り返 され るが,点 検が平均 や比率 の比較対照に限定 されず個 々の典 型的 グル

ープについての指標 の比較対 照に よった ことは 重要 であ る(IC)Pbl」OB[2]) 。

加えて抽出 された集団の平均 については慎重に検討 しなければ な らない。 な

ぜな ら家計調 査に協力で きる農家の経済状態 は多 くの場合,高 く,従 って平

均は実 際 よ りも上へ の偏 りを もつ ことに なるか らであ る。 ヴャ トカ県につ い
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て の標 本 の典 型 性 の点 検 の表 を 引用 して お こ う(ICPbinOB〔2])。

指 標

農家当たり男女数

農家 当た り適地 のデ シャチ ーナ

農家当たり大家畜換算での家畜頭数

出稼 ぎのパー セ ソ ト

耕地 の100デ シャチーナ当た り ・草刈地 のデ シャチーナ…

100デ シャチ ーナ 当た り ・大家畜 換算 での家畜 頭数 ………

デ ー タ に つ い て

全面的データ1抽 出データ

6.07

17,2

3.98

9.1

26

232

6.04

17.0

3.97

8.9

27

234

上 記 の表 で は,6つ の基 本 的 な標 識 に 関 して,抽 出 され た集 団 と全 体 の 集

団 は ほ ぼ 等 しい値 を もつ の で,こ の場 合,抽 出 され た集 団 は代 表 性 を もつ も

の と判 定 され た 。

ヴ ャ トカ県 の統 計 家 に よ り適用 され た抽 出法 は 他 の 県 で 適用 され た 方 法 と

比 較 す れ ば優 れ た ものを も ってい るが完 全 とは 言 え なか った。

ロ シア時代 に お け る 家計 調 査 の ほ とん どは 農 家 々計 に つ い て で あ るが,

1910年 の パ ク ー の 石 油 工 業 労 働 者 の 家 計 調 査 は 注 目に 値 す る こ とは 竹 内

[13]で も述 べ られ て い る こ とで あ り参 照 され た い。

こ こで 当時 の諸 外 国に お け る家 計調 査 の実態 と比較 す るた め に,一 例 と し

て ベル ギ ーに お け る労 働 者 家 族 の 生計 費 調 査 を あげ て み よ う。 家計 調 査 の古

典 と も評 され て い る1853年 の ベ ル ギ ーに おけ る 労 働 者 家族 の 生活 費 の調 査

は,生 活 水 準 と生活 費 とを 調 査 す るた め の 目的 を もち,蒐 集 され た家 計 は 第

1(窮 乏)階 級 の48家 族,第2(収 支適 合)階 級 の51家 族 お よび第3(貯 蓄

可 能)階 級 の54家 族 の計153の 家 計 で あ った。 調 査 方 法 は ア ン ヶ 一 ト法 で

あ り,こ の調 査 の特 徴 と して は個 人 を ケ ッ トとい う計 算 単 位 に と り支 出を 計

算 した こ とで あ る。 そ の後 もベ ル ギ ーで は1886年,1891年 に労 働 者 家 計 調

査 が 実 施 され て い る(エ ンゲル[12⊃ 。 ロシア の ヴ ォログ ダ県 に お い て実 施

され た 調 査 は18-59才 の 男性 の 消費 単 位 を1と して,ケ ッ トに似 た計 算 の
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仕 方 の 例 が あ るが,こ の よ うな消費 単 位 は 多 分 に主 観 的 で あ るにせ よ,世 帯

の構成 の差 異 の影 響 を 除 くた め に 消費 単 位 当 た り人 数 が,消 費 ノル マ の設 定

や 消費 分析 に役 に 立 つ もの で あ る(MaTroxavaT.H.[3])。

日本 で は わが 国 に おけ る家 計 調 査 の先 駆 的 な もの と して,大 正5年(1916

年)に 「東 京 に お け る20職 工 家計 調 査 」 が 高 野博 士 に よ り 実 施 され た例 が

あ る。

皿 ソヴィエ トにおけ る労働者 と勤務員の家 計調査

ソ ヴ ィエ ト政 権 時 代 に 入 って現 在 まで の家 計 調 査 の過 程 を 考 察 す る上 で ま

ず指 摘 しな けれ ば な らな い のは,1918年7月 のPシ ア共 和 国 中央 統 計 局 の

創 立 で あ る(9EoHoMHqecKaH}Kz3HbCCCP,1961,cTp.3)。 それ と同時 に 地

方 統 計機 関 も設 立 され,統 計 が全 国的 に統 一 され,組 織 され る方 向に進 んだ 。

特 に1923年7月 に ソ連 邦 中央 統 計 局 が 設立 され(3KOHOMvaqeCKafl}KH3Hb

CCCP,1961,cTp.122),同 年 の 統 計大 会 の決 議 に もとつ い た労 働 者,勤 務 員

の規 則 的 な 家計 抽 出調 査 に み る もの が あ る。

この時代 の 家 計調 査 に つ い て はM,C.ク ラ ピ ヴ ィナ の5つ の 分類(Kpanva-

BzHa[7コ)に 添 ってみ る こ とに しよ う。(1)1918-1922年 に お け る労 働 者 家

計 調 査,(2)1922年12月 か ら1928年 まで の 労 働 者 と 勤 務 員 の 家計 調 査,

(3>1928年 か ら1938年 まで の労 働 者 と勤 務 員 の1力 年 に わ た る家 計調 査,(4)

1939-1951年 に お け る労 働 者 と勤 務 員 の家 計調 査,(5>1952年 以 降 の労 働 者

と勤 務 員 の 家 計調 査 で あ る。

最 初 に1918年 か ら現 在 に 至 る50年 間 の経 過 を簡 単 に た ど ってみ よ う。 ま

ず 統 計 資料 は ソヴ ィエ ト政 権 が 確 立 し,国 民 経 済 の復 興 や 一 層 の発 展 に と っ

て指 導 の ため に 不可 欠 な もので あ った ことを想 い起 さなけ れ ば な らな い。 中

央統 計 局 は全 国 的 な 登録 と報 告 の組 織 を作 り,種 々の一 般 的 調 査 に着 手 し,

労 働 者,農 民,勤 務 員 の家 計 調 査,そ の他 多 くの抽 出調 査 を 組織 した。 まず

住 民 の家 計抽 出調 査 に着手 して革命 以前 のや り方 を批判 約 に再 検 討 して い っ



ソ連邦におけ る家計調査について(竹 内 ・村上) 一83一

た 。 そ れ に よ り新 し く=複i雑な 諸 問題 が提 起 され た が,1918年 か ら始 ま った

戦 時共 産主i義,お よび1922年 まで の 内乱 で 苦 しい 経 済 事情 の 中で 十 分 に解

決 され ず次 の時 代 に もち 越 され た 。

最 初 の住 民 の 家 計調 査 は1918年5月 に ペ トログ ラ ー ドで行 なわ れ,1918

年5月 か ら1922年 の秋 まで 国 内 で 臨時 の 家 計 調 査 が15回,1922年 の終 り

か ら7年 間 に年1ヵ 月 間(11.月)工 業 の発 展 した地 域 で 定期 的 に調 査 が組 織

され た。

1928年 か ら1年 にわ た る労 働 者 の家 計 調 査,1930/31年 か ら勤 務 員 の 家 計

調 査 が組 織 され,そ して1939年 に 組織 プ ラ ン,調 査 プ ログ ラ ム,作 成 プ ロ

グ ラ ムが再 検 討 され て 家計 網 の 更新 が 実 施 され た。

1939年 以 降1951年 末 の政 府 決 定(4で 説 明)ま で の期 間は 特 筆 す べ き こ

と もな く,調 査 数 と調査 対象 が増 大 して い った。 そ の後政 府 決定 に よ り家 計

網 が 国 内の全 地 域 に拡 大 され,個 々の地 方 で 自然 風土 や民 族 の相 違 に よ り制

約 され る生活 水 準 の特 殊 性(F?fteB[1コ)を 反 映す る よ うに実 施 され,現 在 に

至 って い る。

1

1918-1922年 の5年 間 に は 国 内 の種 々の 工 業 地 帯 で 労 働 者 と勤 務 員 を対

象 と して臨 時 の家 計抽 出調 査 が 実 施 され た が,蒐 集 数 は 結 果 と して約12,000

家 計 に な った。 若 干 個 々の調 査 に当 ってみ よ う。

1918年5月 に ペ トログ ラ ・・一・・ドで は 州 の労 働 委 員 部でC.P,ス トル ゥ ミ リン

(ア カ デ ミー会 員)の 指 導 の も とに 最 初 の住民 家 計調 査 を 実 施 した 。 調 査 方

法 は,労 働 者 と勤 務 員 の全体 の集 団 に比 例 す る よ うに 配 布 され た ア ン ケ ー ト

に よ って行 なわ れ,配 布 され た3,000枚 の うち443枚 が 記 入 され,322枚 が

作 成 に 役立 つ もの で あ った 。 しか しそれ は抽 出 の代 表 性 の点 で 大 きな 問題 を

もち,ア ンケ ー ト法 で は避 け る こ とが で きな い収 支 の くい違 い が 欠陥 と して

残 った 。 この よ うな 欠 陥 は,現 在 の ア ンケ ー ト調 査 で も共 通 してみ られ る現
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象 で あ る。

1918年10月 と11月 に モ ス ク ワの人 民 労 働 委 員 部 は,A.M.ス タ パ ニに指

導 され た工 業 労 働 者 の家 計 調 査 で主 要 な工 業 部 門 で働 く労 働 者 の典 型 的家 計

を 特 徴 づ け る デ ー タを得 た。 これ は 総 労 働 者 数 の1.5%の 抽 出に 特 色 が あ

る。 調 査 は調 査 員 派 遣 法 に よ り行 なわ れ,結 果 と して貨 幣 収 入 と貨 幣 支 出 の

構 成 に つ い て の情 報 が与 え られ た 。

この他 に1919-1920年 に ウ ラル労 働 統 計 局,1919年10月 に エ カ テ リンブ

ル ク市,11月 に は ツ ゥユメ ニ市,1920年2月 に イ ル ビテ市 に お い て ア ンケ

ー ト法 に よ って 家 計調 査 が行 なわ れ た 。1920年 の2月 に行 なわ れ た ・・リコ

フ市 の調 査 で は 世帯 抽 出 に際 して職 業 グル ー プ と企 業 に 関す る比 例 的 代 表 性

の原 則 が 遵 守 され た 。

全 般 的 に家 計 調 査 は 記 録係 に よ って 自発 的 協 力 の原則 に も とづ き,匿 名 の

要 求 を厳 し く守 った 。 プ 戸グ ラ ムの 中に 消 費 され る食料 品 の栄 養価 とカ ロ リ

ーを算 定 した ものが あ る。 そ の際 に調 査 され る世 帯 と独 身者 の年 令 と性 別 の

構 成 の差 異 を示 す ため 《1人 》 当 た り計 算 の 条 件 付 き消 費 単 位 が 採 用 され た

(KpanHBHHa[7])o

更 に 実 施 され た 調 査 を挙 げ て み よ う。 ウ ク ライ ナ労 働 統 計 局 に よ り 《エ カ

テ リナ》鉱 山に お け る調 査(家 計数 は10),1921年 に サ マル カ ン ド州,セ ミ

レチ ェン州,ト ゥル ク メ ン州,ス ウ ィル ・ダル イ ン州,フ ェル ガ ン州 の都 市

や 都 会 タイ プの村 で1%抽 出 を計 画 した 調 査 が あ る。 以上 の 州 にお け る家 計

総i数は1,080と な った 。総 計 の作 成 は 主 要 な民 族 の世 帯,そ の他 の民 族 の 世

帯 を 区別 して個 々に行 な われ た。

1922年3月 に は モ ス ク ワの金 属工 の調 査 が 指 導 員 の援 助 で 実施 され,ま

た5月 には エ カ テ リナ市 で実 施 され た 。 家 計 の作 成 は3つ の作 成 され た カ ー

ドの プ ロ グ ラムに つ い て行 なわ れ,Nglは1ヵ 月の世 帯 収 入(現 物,現 金),

・Nrg2ea.1ヵ 月 の世 帯 消費,・Nlg3eSz1力 年 の消 費 と1カ 月 間 で 計 算 され た 個 々

の 支 出指 標(1922年5月 の 実 際 の価格 と1913-1914年 の戦 前 基 準 の価 格 で
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の測 定 に よる)に よ り特 徴 づけ られ た(ICpanvaBnHa[7⊃ 。

1922年 には ペ トログ ラ ー ド労 働 統 計 局 で,同 じ年 の7月 に ダ ンバ ッサ の

7つ の工 業 地 帯 で比 例 的 代 表 性 を 考 慮 し家 計調 査 が実 施 され た 。

1922年2月,6月 と10月 に ヴ ォロe-・ネ ジ県労 働統 計 局で 実 施 され た 家 計

調査 は 全 部 で192の 家 計 数 とい う小 規 模 の もの で,記 録 係 は1月 に2回 以上

世 帯 を訪 問 し,収 入 ・支 出に つ い て 質 問す る義 務 が あ った 。考 慮 した 点 は,

労 働 者 の賃 金 水 準 の不 安 定 性,国 民 消費 財価 格 の変 動 等 か らそ の年 の 特 殊性

を 明 らか に す る こ とで あ り,ま た新 しい グル ー プ分 け と分 析法 を 適用 した こ

とで あ る。

この よ うに して この時 代 の 調査 は プ ログ ラム の雑 多 性,不 完 全 さ,結 果 の

作 成 に おけ る多 様性,単 一 の統 一 的 な指 導 が な い に も拘 らず,勤 労 者 家 計,

そ の 世帯 の 食 物,住 宅 条 件 な どに つ い て情 …報を与 え た。

家 計 調 査 デ ー タに も とつ い て 国 内市場 の包 容 力,課 税 の 程度 が研 究 され,

更に 個 々の年 に お い て下 落 して い る貨 幣 単 位 の流 通 速 度 が 研究 され た。 また

デ ー タは 国民 経 済 バ ラ ンス の講 成,そ の他 の経 済 計算 に利 用 され た 。

また この時 代 の1918～1920年 は ソヴ ィエ トの歴 史 の上 か ら見 る と戦 時 共

産 主義 時 代 に あ た り,そ の 中で 家 計 調査 の実 施 の必 要 性 が 緊 急 的 な もの とな

り,得 られ た デ ー タ(こ こで取 り上 げ て い るの は労 働 者 と勤 務 員 の もので あ

るが)の 活 用 は 国民 の生 活 状 態 把 握 のた め 意 義 あ る もの で あ った 。

2

1922年 の12月 か ら1928年 は 家 計 調査 機 関 の歴 史 の 新 しい 段 階 で あ った。

中央 統 計 局,人 民 委 員 部,全 ソ連 邦 労 働組 合 中央 評 議 会 が期 間 を1年 に1-2

カ月 間 で労 働 者,勤 務 員 の定 期 的 な 家 計抽 出調 査 を実 施 し,い わゆ る 《11

月》 家 計調 査 とな った。労 働 老 の抽 出 は重 要 な工 業 部 門 か ら ソ連 邦 の総 数 に

比例 して行 なわ れ,勤 務 員 は行 政 グル ー プ,経 済 グル ー プ,商 業 グル ープ,

銀行 グル ー プ とい うグルt-一・一プ分 け が な され た(ICpafivaBvaHa[7コ)。 標 識 の平 均
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は 一 世帯 当 た り,世 帯 員 当 た り,大 人1人 を基 準 に した 消 費 単 位 当 た りで算

定 され,プ ログ ラムは 分 類 の詳 しい特 徴 づけ を与 え た。 《11月 》 家 計 調査 の

意 義 を過 大評 価 す る ことは で きな い が,た だ 復 興 時 代 に お け る勤 労 者 の家 計

の状 態 に つ い て価 値 あ る特徴 づ け を与 え,次 の段 階 へ の礎 とな った。 欠 陥 と

して は1ヵ 月間 とい う期 間 の た め季 節 性 を特徴 づ け られ な い こ とで あ った 。

また1年 にわ た る 家 計 調 査 の 最初 の試 み は1924年 に モ ス ク ワの工 業労 働

者 の世 帯 で 計 画 され(Mamoxa,nocTHKKoB,CaMothloB[4]),1925年 か ら レ

ニ ン グ ラ ー ド,ト ゥー ラ,ウ ラル,キ ニ フ,ダ ンバ ッサそ の他 の工 業 地帯 で

中 央 統 計 局の指 導 の も とで調 査 員 派 遣 法 に よ り,典 型 抽 出 を行 な って工 業 労

働 者 世帯 の家 計 が調 査 され た 。

1925年 か ら,中 央統 計 局,全 ソ連 邦労 働 組 合 中央 評 議会,お よび人 民労 働

委 員 部 は,<<11月 》 家 計調査 を 廃 止せ ず に,通 年 の家 計 調 査 に 着手 し,1925

年 に は 約500家 計,1928年 に は約900家 計 を 調 査 した(MaTmxa,IlocTHnscoP,

CaMO加OB[3])。

この時 代 は家 計 調 査 機 関 の新 しい 段 階 で あ る と共 に,外 国 干 渉 と内 乱 が終

り レー ニ ンの も とに指 導 され た新 経 済政 策(ネ ップ)の 時 代(1921～1925年)

で もあ った 。 国 内 の荒 廃 の状 態 で経 済復 興 に着手 し,農 民 か らの 食糧 徴 発 を

食糧 税 制 へ と りか え,税 と して納 入 した他 の剰余 農 産 物 の 自由 な販 売 が認 め

られ た。

3

1928-1938年 においては 家計調査 が一段 と 進歩 した時代で ある。 それは

家計調査 の実施作業 の指 導が ソ連邦 中央統計局に完全 に移 った ことに ある。

それ に よ り家 計網が拡大 し ソ連邦全 国に1力 年 にわ た り実施 された。 統 計

員,記 録 係に よ り家計の監督が なされた。

ソ連邦 中央統計局は家計調査 の方法論,プ ログラムや作成 を組識的に仕上

げ た。調査 の結 果の作成 は ソ連邦全体 としての調査対象 グル ープ ごと,労 働
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者 家計につ いては個 々の工業 部門 ごとに行 なわれ た。工業部門 と企業 の抽 出

の仕方は調査対 象の労働者 とそ の世帯員の平均 月賃金 が,所 与 の企業 と部門

の全労働者の平均 月賃金に近 くなるよ うに して行 なわれ る。各抽出 され た企

業ではそれぞれ高 い賃金,中 位 の賃金,低 い賃金 を もった 労働者 が 調査 さ

れ,加 うるに所与 の工業部門において最 も普及 してい る一般的な職業 が表わ

され た。1931年 に基礎工業部門 の 労働者家計調査 は 全 ソ連邦 で行 なわれ,

その数 は5,000に 増大 し,1935年 か ら工業 の専 門技術労働 者,勤 務員 の継続

的家 計調査が始 ま り,全 調査対象 家計数 は14,200に 達 した。 家計数 の増大

に加 え,住 宅 条件の諸問題 の解 明や労働者 の個人経 営の指標 も含 まれ る よ う

に プ ログラムが拡大 されてい った。

4

1939-1951年 の期 間 に お い て も 調 査 は す べ ての 労 働 者 と 勤 務 員 の家 計 を

代 表 す る こ とが で きず,住 民 の家 計 の組織 に お い て重要 な 点 は1951年11月

3日 に可 決 され た"労 働 者,勤 務 員 と コル ホe・一・ズ 員 の 家 計統 計 の 改 善 に つ

い て》 とい う 政 府 決 定 で あ り,国 の 地 方 的代 表 性 の 必 要 性 が 強 調 され た

(MaTmxa[3],[5コ,θicGHoMnqecKaflOI£maHLCCCP,cTp.508)。 この よ うに

ソ連 邦 に おけ る家 計調 査 は1段 階 毎 に着 実 な進 歩,改 善 が見 られ た。

1939年 の初 め に'中 央 国民経 済 計 算 局 は 組 織 プ ラ ン,調 査 対 象 家 計 網 を再

検 討 した。 家 計数 は1939年 か ら全 体 と して1年 間 に12,500の 労 働 者 世帯,

1,675の 専 門 技 術 労 働者,1,385の4業 事 務 員,2,000の 教 師 と1,800の 保 健

員 とい うよ うに 拡 大 され た 。19斗0年 に は労 働 者勤 務 員 の家 計 数 は約20,000

に達 し,こ の 中約12,000が 労 働 者 家 計 で あ った。 労 働者 家 計 の抽 出は,第

1段 階 は工 業企 業,第2段 階 は 企 業 にお け る労 働者 の抽 出で あ り,2段 抽 出

で行 なわ れ た 。 同 じ よ うに勤 務 員 も2段 階 で抽 出 され た。 代 表 性 の点 検 は,

母 集 団 に おけ る平 均 月賃 金 と抽 出 され た 集 団 の 平均 月 賃金 の比 較 に よ り行 な

われ,土3-5%ま で の偏差 は許 容 され た 。 調 査法 は1年 聞 にわ た る毎 日の
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収 支 の記 入 法 に よ った 。

第2次 世 界 大 戦 中は,労 働 者 お よび 勤 務 員 の家 計 数 は8,300ま でに 減 少

した(な お農 民 の家 計 は 第2次 世界 大戦 前21,000の もの が12,700に 減 少 し

た)([11])。

1951年 末 の政 府 の 決議 は ソ連 邦 の家 計 統 計 の発 展 を 一一段 と大 き く し,社

会 的 な グル ー プにつ い て 家 計 を 区 別 して 研 究 す る 問題 が 中心 に おか れ た

(MaTroxazT・ll.[3])。 代 表 性 の 確 保 の た め に 世 帯 数 を約2,5倍 の51,0eo

世 帯 まで に したが,そ の 内訳 は,工 業 労 働 者 世帯21,000,専 門技 術 者 と勤 務

員 世 帯 は4,000,コ ル ホ ーズ 員 世 帯 は26,000で あ った 。

新 しい 課 題 に も とづ き,家 計 デ ー タ分析 の 基 本 的原 則 と 方法 が作成 され

た◎ ソ連 に お い ては,家 計 統 計 デ ー タは,住 民 の個 々の社 会 的 グル ー プの収

入,支 出 と消 費 の水 準 を解 明 し,相 違 を示 す こ とを可 能 に し,所 得形成 の個

々の源 泉 の役 割 を示 し,所 得水 準 に対 す る消 費 の 依存 性 を 明 らか に し,住 民

の 消費 需 要 の変 動 を研 究 す る可 能 性 を 与 え る ことを 目的 と して い る。

5

1960年 に ソ連邦 閣僚会議の指 令で 中央統 計局は ソホ ーズ労働者,鉄 道従

業員,建 築労働者の家計調査 を追加 した。

抽 出は2段 階で,企 業の抽 出では 工業 部門 と 労働 者の 平均 月賃金額に よ

り,労 働者の抽 出では労働者 の技能や賃金額 に よっていた(E㎞OB[1])。 ま

た系統的抽 出法の正 しい適用 の基本的 な条件は,種 々の値 を もった主要 な標

識 の集 団の単位 の代表性 を保証す る よ うな組織で,こ の条件 においてのみ標

本 の代表性 を保証す ることがで きる(MaTroxa[5])。 す なわち,代 表性の確

保 は抽 出に着手 す る以前 の研究か ら実際の実施,結 果の検討 に至 るまで国民

全体を反 映す る よ うに配 慮がなされ る。

現在の調査法 は調査員派遣法 と自計式の要 素が組 合わ さ った方法が用 い ら

れ,確 実 なデ ータの入手 を 可 能に してい る。 そ して家計調 査の 仕上 げ とし
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て,1.家 計 デ ー一タの代 表 性 の強 化 と母集 団へ のそ れ らの拡 張,2.補 充 的 な

臨 時 抽 出調 査 の 実 施,調 査 期 間 と して興 味 あ る問 題 に つ い て の調 査 プ ログ ラ

ムの拡 大,3.デ ー タの加 工 過 程 の ス ピー ド ・ア ップのた め の電 子 計 算機 の

利 用 とい う方 向 が決 定 され て い る(MaTmxa[5])。

臨 時 家 計 調 査 は1958年10月 と1967年10月 に行 なわ れ,対 象 は労 働 者,

勤 務 員 で あ り,前 者 は2段 比 例 系 統 抽 出で 実 施 され 調 査 対 象 は240,000人

で,後 者 は250,000人 で あ る。調 査 プPグ ラム と して世 帯 構 成,収 入,住 宅

条件 が含 まれ た(1}KyToBcKafl[6])。

なお 調査 網 の拡 大が 現 在 計 画 され てお り,1969年 には 調 査 す べ き労 働 者

と勤 務 員 と 農民 の世 帯 を62,000に す る こ とに な って い る。 現 在 の 労 働者 と

勤 務 員 の 家 計調 査 世 帯 は25,000で,農 民 の家 計 調 査 世 帯 は26,200で あ る こ

とを つ け加 え て お く。 ソ連 に お け る国民経 済 の発 展 過 程 を背 景 に,農 民 の家

計 調査 対 象 世 帯 の相 対 的割 合 が傾 向的 に減 少 して い るの は注 目す る必要 が あ

ろ う。

6

労 働者,勤 務員の家計調査 と関連 して勤 労者の生活時間の調査 も重要 な意

義 を もっいる。 革命前 の ロシアにおいては この種 の調 査が 実施 され ていな

いo

最 初 の勤 労 者 の 生 活時 間 調査 は,20年 代 の初 め に ス トル ゥ ミ リンの指 導

の も とに実 施 され た が,そ の 目的 は,社 会 主 義 革命 の勤 労 者 の 生活 へ の影 響

の研 究,お よび ソヴ ィエ ト社 会 の多 くの課 題 の設 定 と解 決 に寄 与 す る こ とで

あ った 。

この種 の調 査 の第2段 階 は,1920年 代 の終 りか ら30年 代 にわ た ってで あ

り,第3段 階 は戦 後 か ら現 在 に か け て の もので あ る。

こ こで は勤 労者 の生 活 時 間調 査 につ い ては ふれ な い こ とに す るが,詳 細 に

つ い ては,た とえ ば,CTpyMrmvaH[10コ,ApTeMoBHT.n.[9コ を参 照。
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以上 ソ連邦におけ る家計調査を歴史的な流れ と共 にみ てきたが,こ こで ソ

連邦で一般的な考 え方 と して適用 され てい る,デ ータの代表 性獲得のための

原則(A)と 科学 的な組織 のための諸問題(B)を 列挙 してみ よ う([8⊃:

A1.標 本 は典型的比例的でなければな らない。標 本に母集 団の世帯 の

すべての タイプが母集 団の比率 で表われ なけれ ばな らない;

2.典 型的 グル ープ間では世帯 は系統抽 出をす る;

3,個 々の タイプについて も世帯 の全体 の集 団について も十分な数 の

世帯を調 査す る必要が あ る;

4.調 査世帯 の標本 は母集 団に関 して代表的で なければな らない;

B1.調 査 プログラム と作成 プ ログラムの作成 に応 じて調 査課題 を定式

化す る;

2.正 しいデe・一・・タの入手 を保証す る最 も よ く組織 された調査形式 を考

える;

3.研 究対象の全 体集 団に対す る抽 出集団の代表性 を十分に保証 す る

ところの調査 のための世帯抽 出法 を作成 す る;

4.家 計の グルt-一・・プ分け の 作成 の諸 問題 を 正 しく解決す る ことであ

る。

現在 ソ連邦におけ る家計調 査は ソ連邦 中央統計局の指≡導の もとに,単 一の

組織,プ ログラムお よび方法 で行 なわれ ている。調査 は調査対象 に選 ばれた

世帯 の厳 しい任意主義 で,同 意 を得 て1年 間毎月調査 され(同 意を得 られ な

い場合は,一 定 の標識 に関 して同 じグル ープに入 る他 の家計で置 きか え られ

る),家 計調査機関 のある 自治州では約2,200入 の予備教育 され た専 門家 が

勤 務 してい る。調査員 は20～23世 帯(MaT⑩xa[5]で は20～30世 帯)を 割

り合て られ,月 に2回 以上訪問す る義務を もっている(E脳B[1])。
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1.L.0.で は 各 国 で発 表 され た 家 計調 査,家 計 貯 蓄 調査 お よびそ れ と密接

な 関 係 を もつ 各種'調査 を ま とめ,1・L・0・YearbookofLabourStatistics

に逐 次発 表 して きてお り,大 きな意 義 を もつ もの で あ るが,ソ 連 か らは 詳 し

い 報 告 が な く ソ連 の分 は 欠 如 して い る。 この 点 は,最 近 発 表 され た 貴 重 な

労 作 で あ る,一 橋 大 学 統 計 資料 整 備 セ ン タ ー ・一橋 大学 経 済 研 究 所 資 料 係,

「家 計調 査 資料 目録 」,1968,も 簸 を 一つ に して い る。 この分 野 で ソ連 は,そ

の 重要 性 が高 いに も拘 らず,1つ の 大 きな穴 に な って い る。 わ れ わ れ の この

種 の 研究 が この 分 野 の研 究 へ の ささや か な1つ の 踏 み石 となれ ば 幸 い で あ

る。
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